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秋田労働局による秋田県最低賃金改定の 

    周知・広報行動の実施について 

 

 秋田労働局は、下記日時に令和８年３月 31日（火）から発効する秋田県最低賃金

「時間額１，０３１円」の周知・広報行動を実施します。 

 

 

記 

１ 日  時  令和８年３月 26日（木） 

         午前７時 30 分から 45分程度 

２ 実施場所  秋田駅ぽぽろーど等 

３ 実施方法  ポケットティッシュの配布 

            
 

 

令和８年３月 24 日 

【照会先】 

秋田労働局労働基準部賃金室 

 室   長  佐 藤  博 幸 

 賃金指導官  我 妻  一 広 

 （電話）018 (883) 4266 （内線 331） 
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別紙 

秋田労働局による秋田県最低賃金の周知・広報行動（詳細） 

 

１ 目的 

   秋田県最低賃金の改定（951円から 1,031円、80円引上げ）に係る 

  効果的な周知を図る。 

 

２ 実施方法 

   通勤時間帯の労働者及び通学途上の学生等を対象に、広報用ポケット 

ティッシュを配布し、最低賃金の周知・広報を行う。 

       

３ 実施場所  

   別紙位置図のとおり（のぼりが目印です。） 
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